
ver.20240819 

回 答 書 

 

石川町総合体育館照明・蓄電池改修設計施工及び ZEB 化改修総合調整業務に係るプロポーザルの提案に関する質問に、次のとおり回答します。 

番 号 質 問 内 容 回 答 

1 様式９見積書について、〔見積内訳〕に各業務の金額を記載する形となって

おりますが、企画提案書で記載した追加提案業務の金額は、項目として新

たに行追加して記載してもよろしいでしょうか。 

行追加によりご対応願います。 

2 企画提案書のページ枚数上限について、表紙及び目次は枚数に含まない認

識でよろしかったでしょうか。また、枚数の数え方は、片面使いで 10 枚分

の認識でよろしかったでしょうか。 

企画提案内容を補助するページ（表紙、目次、、仕切り（インデックス）、裏

表紙など）は、枚数に含みません。また、枚数の数え方も、片面使いにて計

数してください。 

3 工事において、夜間工事を実施することは可能でしょうか。 本件は４週８休を基本として工期を見込んでいることから、発注段階では

昼間工事のみとさせていただきます。ただし、工事の進捗状況によっては、

協議の上、夜間工事に応じることは可能です。 

4 要求水準表について 

「必要に応じて人感センサを設置し、点滅制御または減光制御を行うこ

と」「必要に応じて明るさセンサを設置し、点滅制御または減光制御を行

うこと」「明るさ検知制御には外光制御機能、タイマースケジュール機能

を有すること」となっておりますが、将来の ZEB 化を見据え当施設に必

要な提案を行い、協議の上決定するとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

5 仕様書 第４条 第２ ２（３）ウ について 

「天井改修を伴う器具の再配置は行わない。器具寸法は規制サイズを考

慮すること。」となっておりますが、既存設備との埋込寸法の差により隙

間が空く場合は、リニューアルプレート等を取付ける対応を原則とし、

現場調査の結果止むを得ず再配置が必要と判断した場合には、協議の上

決定するとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

 

 

 


